
2026 年 2 月 15 日

9 時 30 分から 18 時 30 分まで あり なし

健康・生活

運動・感覚

認知・行動

言語
コミュニケーション

人間関係
社会性

法人（事業所）理念 障がい児及び障がい児の保護者の意思及び人格を尊重し、その立場に立った適切な指定児童発達支援、指定放課後ディサービスの提供を確保する事を目的としています。

事業所名 4×4×4=16はかせ 作成日支援プログラム(児童発達支援)

絵本や制作を通して季節を感じる
制作活動を通して、色・形・重さ・柔らかさなどの感覚を養う
折り紙やお絵描き・粘土・遊びなどで想像力や手先力を養う

遊びや様々な活動を通して多くの言葉に触れる
自分の思いを伝え思いが伝わる経験をし、コミュニケーション力を養う
言語聴覚士による、言葉の訓練の実施

スタッフや友だちと一緒に遊ぶ事で他者との関わりを学び、経験を持つ
友だちとの関わりの中で貸し借りや順番などのルールを学ぶ
遊びを通してSSTを学ぶ

支援方針
一人ひとりに合わせた個別支援に努め、集団活動を通して社会性やコミュニケーションを楽しく学ぶ提供をしています。
また、保護者の要望や相談援助・家庭機関との連携・包括的な支援を行い、第二の家として安心して過ごせるように努めています。

営業時間 送迎実施の有無

主な行事等

初詣・豆まき・お花見・夏祭りごっこ・水遊び・すいか割り・クリスマス会・お誕生日会・クッキング(土曜日)・長期休み期間のイベント(内容はその年による)

（別添資料１）

家族支援

家族からの相談や悩みに対して助言・サポート
送迎サービス
関連する他事業所・相談支援事業所と情報共有し連携を図る

移行支援

保育園・幼稚園・小学校・支援学校・相談支援事業所・区役所など関　係
機関と連携を行う

地域支援・地域連携
近くの公園や図書館へ行き、地域児童との関わり

職員の質の向上

事業所内研修・事業所外研修への派遣など
人権研修(年1回)　・虐待防止研修(年2回)・感染研修(年１～2回)避難訓練(年2回)　マ
ナー、接遇、ハラスメント指導

支　援　内　容

健康状態の把握
トイレトレーニング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　手
洗いの仕方を絵カードで視覚提示・手洗い習慣が身に付く

遊びや活動を通して様々な感覚に刺激を与え、感覚を養う
公園や散歩に出かけ、運動遊びを楽しむ
縄跳びやフラフープなどを使い体を動かし体幹を養う

本
人
支
援


